
料金後納
郵便

税務関係書類在中
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市役所本庁宛ての郵便物は、郵便番号「５６４-８５５０」及び「吹田市役所」と「担当室課名」を記入すれば、住所の記入は不要です。

この書類は、直接機械に読み込ませますので、
汚したり折り曲げたりしないようにしてください。

ここから開封してください
（上に引き上げてください）

軽自A

住所や宛名が異なる場合は開封せず、「転居済」等を封筒に記載いただき、そのまま郵便ポストに投函ください。
軽自動車税（種別割）は納期限までにおさめましょう。

環境にやさしいインキを使用しています。

・この広告は吹田市の行財政改革の一環として掲載しているものです。
・広告料収入は吹田市の歳入に組み入れられています。
・吹田市が広告内容等について推奨等をするものではありません。
・広告内容に関するご質問は、広告主に直接お問い合わせください。

※自賠責保険等の解約は契約者様ご自身でお願いいたします。※状況によりお引取り出来ない場合があります。

税務部市民税課

大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
☎050-1721-4360

06-6368-7344
〒564-8550

FAX（直通）
（自動応答）

 HP https://www.city.suita.osaka.jp/

《市ホームページのご案内》

原付バイクの郵送での廃車手続き

継続検査（車検）用納税証明書の
郵送・電子申請

その他よくある質問
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